
  

令和元年５月 定例教育委員会 議事録 

 

日 時 令和元年５月 29日（水） 開会 17時 00 分 

  閉会 18時 31 分 

場 所 教育委員会室 

 

出席者 教 育 長 寺岡 悌二 

  教育委員 福島 知克 教育委員（教育長職務代理者） 

   髙橋  護 教育委員 

   小野 和枝 教育委員 

   山本 隆正 教育委員 

   議事録署名委員 山本 隆正 教育委員 

 

教 育 庁 稲尾  隆  教育参事 

末田 信也  教育次長兼教育政策課長 

北村 俊雄  学校教育課長 

三宅 達也  社会教育課長 

花木 敏寿  スポーツ健康課長 

藤田 一樹  教育政策課参事 

志賀 貴代美 学校教育課参事 

利光 聡典  学校教育課参事兼総合教育センター所長 

森本 悦子  社会教育課参事 

塩地 美千代 人権同和教育啓発課参事兼学校教育課参事 

加藤 ひろみ 教育政策課課長補佐兼教育政策係長 

縄田 早苗  教育政策課課長補佐兼社会教育主事 

 

 傍 聴 人 ０名  

 

議事日程 第１ 議事録署名委員の指名について 

 第２ 令和元年度一般会計補正予算案について【議第 32 号】※非公開                

 第３ 別府市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例等の一

部改正（教育関係部分）について【議第 33 号】※非公開  

 第４ 別府市立学校適正化審議会条例の一部改正について 

        【議第 34号】※非公開  

 第５ 別府市教育庁設置規則の一部改正について【議第 35号】※非公開 

 第６ 別府市教育庁事務分掌規則の一部改正について 

         【議第 36号】※非公開 

 第７ 別府市教育委員会事務局職員等の職名規則の一部改正について

【議第 37号】※非公開  

 第８ 別府市教育庁事務決裁規程の一部改正について 

        【議第 38号】※非公開 

 第９ 別府市スポーツ推進審議会委員の委嘱について【議第 39号】 

 第 10 別府市立図書館協議会委員の委嘱について【議第 40 号】 



  

 第 11 令和元年度別府地区教科用図書採択委員会委員の委嘱について 

  【議第 41号】※非公開 

 第 12 別府市社会教育関係団体の認定について【議第 42号】  

   

報告事項 （1）寄附受納について【報告第７号】 

 （2）別府市教育委員会文書管理規程の一部改正について【報告第８号】 

  

そ の 他 （1）別府市学校給食施設のあり方検討委員会（経過報告） 

 （2）６月定例教育委員会の開催日程について 
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◎ 開 会 

 

寺岡教育長 ただいまより令和元年５月の定例教育委員会を開会いたします。 

 

 

 

◎ 議事録署名委員の指名について 

 

寺岡教育長 議事日程第１、議事録署名委員について、本日は山本委員さんにお願い

します。 

本日の議事のうち、議事日程第２から第８及び第 11 につきましては、別

府市教育委員会会議規則第６条第１項の規定によりまして非公開とする

ことを提案いたします。 

お諮りいたします。以上の議案を非公開とすることに賛成の委員の皆さ

んの挙手をお願いいたします。出席者の３分の２以上でございますので、

これを非公開といたします。また、これにつきましては審査順序を入れ

替え、最後に審議を行います。 

 

 

 

◎ 別府市スポーツ推進審議会委員の委嘱について  

 

寺岡教育長 それでは議事日程第９、議第 39 号 別府市スポーツ推進審議会委員の委

嘱につきまして、提案理由の説明をお願いいたします。 

 

スポーツ健康課長 議事日程第９、議第 39号 別府市スポーツ推進審議会委員の委嘱につい

て、別府市教育委員会所管事務委任規則第２条第１項第７号の規定によ

り議決を求めるものです。 

これは別府市スポーツ推進審議会に関する条例に基づき委嘱するもので

あります。関係法令につきましては、93 ページに掲載しております。委

嘱される方々は、平成 31 年度の人事異動等により変更となった方々で、

91ページの網掛けになっております別府市議会推薦の松川峰生氏、堀本

博行氏の両氏、別府市中学校体育連盟会長の猪俣正七郎氏、別府市ＰＴ

Ａ連合副会長の渕優子氏、以上４名であります。委嘱の期間は令和元年

６月１日から令和３年３月 31 日までとなります。また、それぞれの略歴

につきましては 92ページに掲載しております。以上で説明を終わります。 

 

寺岡教育長 ただいまスポーツ健康課長より説明がございました。これより質疑を行

います。教育委員の皆様、何かございますでしょうか。特に質疑等もな

いようでございますので、以上で質疑を打ち切り、議第 39 号は原案のと

議 事 録 
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おり議決することにご異議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようですので、議第 39号は原案のとおり議決することに決

定いたしました。 

 

 

 

◎ 別府市立図書館協議会委員の委嘱について 

 

寺岡教育長  次に議事日程第 10、議第 40 号 別府市立図書館協議会委員の委嘱につ

いてでございます。この件につきまして、提案理由の説明をお願いいた

します。 

 

社会教育課長 議事日程第 10、議第 40号 別府市立図書館協議会委員の委嘱について、

別府市教育委員会所管事務委任規則第２条第１項第７号の規定により議

決を求めるものでございます。 

 95ページをご覧ください。別府市立図書館協議会委員の委嘱についてで

すが、別府市立図書館の設置及び管理に関する条例に基づくものでござ

います。任命予定年月日につきましては、令和元年７月１日、委員の任

期は、令和元年７月１日から令和３年６月 30日までの２年です。委員の

候補者は次の８名です。学校教育関係者といたしまして、青山中学校校

長 米田伸一氏、山の手小学校校長 後藤栄治郎氏。社会教育関係者と

いたしまして、社会教育委員 大林みどり氏、(財)松本記念児童図書館

司書 高橋伸子氏、別府市公民館運営審議会会長 平石栄二氏。次に家

庭教育の向上に資する活動を行う者といたしまして、おはなしサークル

ころころどんぐりの会 糸永恵津子氏、おはなしサークルぐるんぱの会 

立川敬子氏。それから学識経験者といたしまして、別府大学附属図書館

館長 仲嶺真信氏、以上８名でございます。以上で説明を終わります。 

 

寺岡教育長 ただいま社会教育課長より説明がございました。これより質疑を行いま

す。教育委員の皆様、何かございますでしょうか。 

では特に質疑等もないようでございますので、以上で質疑を打ち切り、

議第 40 号は原案のとおり議決することご異議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようですので、議第 40号は原案のとおり議決することに決

定いたしました。 

 

 

 

◎ 別府市社会教育関係団体の認定について 
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寺岡教育長  次に議事日程第 12、議第 42 号 別府市社会教育関係団体の認定につい

てでございます。提案理由の説明をお願いいたします。 

 

社会教育課長 議事日程第 12、第 42 号 別府市社会教育関係団体の認定について、別

府市教育委員会所管事務委任規則第３条の規定により議決を求めるもの

でございます。 

103 ページをご覧ください。別府市社会教育関係団体につきまして、追

加申請が一件ございました。平成 29年度まで社会教育関係団体でありま

した、別府少年少女発明クラブです。代表者 松川靖義、結成が平成４

年７月５日、会員数は 11名です。活動目的につきましては「次代を担う

児童に科学に関する興味を追及する場を提供し、科学的で独創的な発想

に基づく創作活動を通して、発明や工夫の楽しさと創造する喜びを体得

させることにより創造性豊かな人間形成を図る」となっております。活

動概要につきまして、平成 30 年度の実績は、平成 30年４月 22日に開講

式、毎月、工作・キャンプ・作品展・表彰式等の活動を行っております。 

平成 29 年度までは社会教育関係団体でございましたが、平成 30 年度は

申請がございませんでした。今回認定された場合は、令和元年６月１日

から令和２年５月 31日までの１年間となります。以上で説明を終わりま

す。 

 

寺岡教育長 ただいま社会教育課長より説明がございました。これより質疑を行いま

す。教育委員の皆様、何かございますでしょうか。 

 

髙 橋 委 員 お尋ねです。課長さんが存じてらっしゃる範囲で結構なんですが、年会

費１万円とありますが、児童対象で１万円を一括となると少し高いのか

な、月にするとそうでもないような感じもしますが。それ以外に工作と

かキャンプというのは、また別途費用がかかるのではないかなと。年会

費の中でやるとちょっと無理がいくかなという感じなんですけど、今児

童の皆さんが入ってらっしゃるこういう団体で、年会費は大体どのくら

いかかっているんですか。 

 

社会教育課長 大変申し訳ございません。その辺のところは確認しておりませんでした。 

 

寺岡教育長 今委員さんがおっしゃったように、工作やキャンプの教材費等は別途で

しょうね。 

 

髙 橋 委 員 会員数が 11人ですから、そのくらいないとやっていけないのかもしれな

いし、年会費１万円というのは月割りにすると保護者の負担も少ないか

なと思います。しかし、一括となると少し割高じゃないかなという気も

するんですよね。だから少年野球とかはどのくらいとっていらっしゃる

のか。 

 

福 島 委 員 月に 500円でも 6,000円ですからね。 
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人権同和教育啓発課参事 個人的に私の子どもがこれに入っていたときは、年会費１万円の中で、

材料費やキット等賄っていました。その当時は、指導されている方に木

工専門の方や電気専門の方がいらっしゃって、個人で持っている資材や

廃材のようなものを活用してやったりというようなこともありました。

作業する場所も転々と動いていて、以前は公会堂の隣の旧総合教育セン

ターの一室でやっていた時期もあるし、その後はＮＴＴの跡地を利用し

ていた時期もあったりするんですが、１万円以外に払ったということは

なかったと思います。 

 

寺岡教育長 かなり長い歴史がありまして、旧総合教育センターの一室でやっていた

時代があります。その後は旧南小学校で５年間、ＮＴＴの跡地で６年間、

今は鶴見幼稚園の１室でやっています。代表者の方もどんどん替わりま

して、児童の数は 30 人程度いたときもありますし 20 人のときもありま

す。今、社会教育課のほうで場所等についても検討しているところです。

教材についても、当時はキャンプもありましたか。 

 

人権同和教育啓発課参事 はい、ありました。県に一般社団法人大分県発明協会という団体があり、

そういう組織とタイアップして大きい工作大会みたいなようなのもあっ

たような経験があります。 

 

髙 橋 委 員 私は、少年少女発明クラブというのはもっと会員数が増えるといいなと

思うんですよね、すごくいいクラブだろうと思いますので。そうすると、

年会費を少し安くしてあげると会員数が増えるのかなという思いもあっ

たものですから、ちょっとお尋ねしたんですけど。 

 

寺岡教育長  これは国の特許庁の関係団体である「公益社団法人発明協会」の事業で

す。ロボコンのようなそういう大会にも出ていて、非常に理数教育の振

興には繋がっているんですけど、今回は社会教育関係団体の認定という

ことです。 

 

社会教育課長 会費等につきましては、次回までに調査して報告させていただきます。 

 

髙 橋 委 員 いえ、そこまではよいです。そういう思いがあっただけで、お調べいた

だかなくても大丈夫ですから。 

 

山 本 委 員 教えていただきたいんですけども、社会教育関係団体に認定されること

によるメリットというのは、どういうようなものがあるのでしょうか。 

 

社会教育課長 社会教育施設等の使用料の減免対象等になります。 

 

山 本 委 員 それ以外は、補助が出るとか、そういうことはないんですか。 

 

社会教育課長 ございません。 
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山 本 委 員 分かりました。 

 

社会教育課長 すみません、社会教育関係団体の会費について、分かった部分だけご報

告いたします。まず、別府親と子の劇場につきましては、入会金が 200

円、年会費が 14,400 円、これは 1,200 円×12 か月となっております。

それから、浜脇子ども太鼓が月の会費が 500 円です。ＢＩＳクラブ別府

発明研究会が入会金が 2,000 円、年会費が 4,000 円でございます。子ど

もを対象といたしました社会教育関係団体につきましては、今申し上げ

ましたとおりでございます。 

 

髙 橋 委 員  ありがとうございました。 

 

寺岡教育長 その他はよろしいでしょうか。 

では他に質疑等もないようでございますので、以上で質疑を打ち切り、

議第 42 号は原案のとおり議決することにご異議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようですので、議第 42号は原案のとおり議決することに決

定いたしました。 

 

 

 

◎ 報告事項（１） 

 

寺岡教育長 次に報告事項に入ります。報告第７号 寄附受納につきまして報告をお

願いいたします。 

 

教育次長兼教育政策課長  報告第７号 寄附受納につきまして、教育政策課関係部分についてご報

告いたします。107 ページをご覧ください。現金、物品等関係の番号１

番から６番までが当課の関係になっております。全て卒業記念品として

各ＰＴＡからいただいたものでございます。教育政策課関係部分につき

ましては以上でございます。 

 

学校教育課長 次に学校教育課分についてご説明いたします。別府市美術協会様より学

校教育の充実のために絵画５点をいただいております。この５点につき

ましては、境川小学校にいただいております。別添資料に写真を掲載し

ております。次に、ハーモニアス別府様より筝を２組、鶴見台中学校に

いただいております。次に別府史談会様より創立 30 周年記念誌「別府の

風土とあゆみ」66冊をいただいております。これは市内の小・中学校に

３冊ずつ送っております。馬見塚尚孝様より「新版『野球医学』の教科

書」45 冊をいただいております。これにつきましては、市内の小・中学

校、明星小学校、明豊中学校に送っております。以上でございます。 
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社会教育課長 寄附受納一覧の 14番です。別府中央ライオンズクラブ様より「絵本 ぴ

っかぴかのおじちゃん 別府観光の父油屋熊八」を 200 冊寄贈いただい

ております。こちらは、お手元の資料２枚目をご覧ください。こちらが

絵本になりますが、この絵本を、別府市内の幼・小・中学校に各２冊、

地区公民館ほか社会教育施設に各１冊、放課後児童クラブに各１冊、認

可保育園・こども園に各２冊、それから子育て支援施設に各１冊、合計

200冊を配布しております。続きまして 15番、伊南正仁様からいただき

ました「白蓮の写真」でございます。資料の次のページをご覧ください。

こちらに写真を掲載しておりますが、これがほぼ実物大の写真でござい

ます。この白黒の写真を１枚いただきました。左側が柳原白蓮様で、隣

が田吹繁子様です。この方は白蓮様のお弟子さんにあたる方になります。

それからこの田吹繁子様のお弟子にあたる伊南八千代様、こちらは写真

に載っていませんが、この方のお子さんが寄附をしてくださった伊南正

仁様でございます。これにつきましては別府市の図書館のほうに保管し

ております。白蓮の写真が見たいといった依頼がありましたら、資料を

お見せするようにしております。以上でございます。 

 

スポーツ健康課長 16番のコートブラシ４本でございます。これにつきましては施設の環境

整備のために、別府北ロータリークラブ様から寄附していただきました。

これにつきましては、野口原の軟式野球場とソフトボール場のほうに配

布しております。 

 

寺岡教育長 ただいま各課長より報告がございました。教育委員の皆様、何かござい

ますでしょうか。 

特に質疑等もないようでございますので、以上で質疑を打ち切りたいと

思います。 

 

 

 

◎ 報告事項（２） 

 

寺岡教育長 次に報告第８号 別府市教育委員会文書管理規則の一部改正についての

報告をお願いいたします。 

 

教育次長兼教育政策課長 報告第８号 別府市教育委員会文書管理規程の一部改正についてご報告

いたします。110 ページの下段をご覧ください。今回の改正につきまし

ては、文書の保存期間を改めるものでございます。112 ページからの新

旧対照表にてご説明させていただきます。第５条の文書の保存期間につ

いてですが、改正前は種類に応じて永年、10年、５年、１年と定めてお

りましたが、今回の改正により７年という保存期間を設けるものでござ

います。対象となる文書は、主に税情報の照会文書等が対象になり、そ

の文書にはマイナンバーが記載されておりますので、法で定められた保

存期間の７年という区分を新たに設けまして、保存期間が到来した文書
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は速やかに廃棄するように改正するものであります。マイナンバーカー

ドに関する情報の提供や照会に関するものでございますけれども、実際

には教育委員会において、該当となる事務はごさいませんが、基となる

別府市文書管理規程が改正されたことに伴う改正になっております。以

上でございます。 

 

寺岡教育長  ただいま課長より説明がございました。教育委員の皆様、何かございま

すでしょうか。 

 では特に質疑等もないようでございますので、以上で質疑を打ち切りた

いと思います。 

 

 

 

◎ その他（１） 

 

【 概 要 】 ※スポーツ健康課長より、別府市学校給食施設のあり方検討委員会から

５月 28 日付で教育長宛に正式に提出された意見書についての報告が

あった。 

 

寺岡教育長 ただいまスポーツ健康課長より説明がございました。教育委員の皆様、

何がございますでしょうか。 

 

福 島 委 員 今、説明を受けただけではちょっと分かりにくいので、我々も熟読して

検討するということで今日はよろしいですか。 

 

 ※異議なし 

 

寺岡教育長 それではそのようにいたしたいと思います。 

 

 

 

◎ その他（２） 

 

【 概 要 】 ※令和元年６月定例教育委員会の開催日程について、令和元年６月 25

日（火）17：00より開催することが決まった。 

 

 

 

◎ 別府市教育庁設置規則の一部改正について ※非公開 

◎ 別府市教育庁事務分掌規則の一部改正について ※非公開 

◎ 別府市教育委員会事務局職員等の職名規則の一部改正について ※非公開 

◎ 別府市教育庁事務決裁規程の一部改正について ※非公開 

 

寺岡教育長  ここからは非公開になりますので、傍聴及び報道の方は申し訳ありませ
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んがご退席をお願いいたします。 

 

※関係者以外退席 

 

寺岡教育長  それでは、進行の都合上、議事の順番を入れ替え、議事日程第５、議第

35号 別府市教育庁設置規則の一部改正についてから議事日程第８、議

第 38 号 別府市教育庁事務決裁規程の一部改正についてまでを先に行

い、続きまして、議事日程第２、議第 32 号から議事日程第４、議第 34

号までを、最後に、議事日程第 11、議第 41 号 令和元年度別府地区教

科用図書採択委員会委員の委嘱についての順番でお願いいたします。 

 それではまず、議事日程第５、議第 35号 別府市教育庁設置規則の一部

改正についてから議事日程第８、議第 38号 別府市教育庁事務決裁規程

までは関連がありますので、一括して提案理由の説明をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 令和元年度一般会計補正予算案について ※非公開 

 

寺岡教育長  続きまして議事日程第２、議第 32号 令和元年度一般会計補正予算案に

ついてでございます。この件につきまして、提案理由の説明をお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 別府市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例等の一部改正（教育関

係部分）について ※非公開 

 

寺岡教育長  次に議事日程第３、議第 33号 別府市男女共同参画センターの設置及び

管理に関する条例等の一部改正（教育関係部分）についてでございます。

この件につきまして、提案理由の説明をお願いいたします。 

 

 

以下非公開 

以下非公開 
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◎ 別府市立学校適正化審議会条例の一部改正について ※非公開 

 

寺岡教育長  続きまして議事日程第４、議第 34号 別府市立学校適正化審議会条例の

一部改正についてでございます。この件につきまして、提案理由の説明

をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 令和元年度別府地区教科用図書採択委員会委員の委嘱について ※非公開 

 

寺岡教育長  次に議事日程第 11、議第 41 号 令和元年度別府地区教科用図書採択委

員会委員の委嘱についてでございます。これにつきましては、関係課以

外の方の退席をお願いいたします。 

 

※学校教育課以外退席 

 

寺岡教育長  それでは、提案理由の説明をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 閉会 

 

寺岡教育長 以上を持ちまして、令和元年５月定例教育委員会を閉会いたします。本

日はお疲れさまでした。 

 

以下非公開 

以下非公開 

以下非公開 
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・発言の内容について、単純ミスと思われる字句、重複した言葉づかい等を整理の上

作成しています。 

 


